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Ⅰ 価値観・意識の改革 

 

 

ワークライフバランスの推進を図る上で、長時間労働の是正が大きな課題となっています。 

平成 31 年 4 月に働き方改革関連法が施行されたことに鑑み、つくば市役所でも条例等を改正し、長時間

労働是正のための措置として、時間外勤務の上限を設けました。 

今後は、全職員が意識を改革し、業務の見直し等により生産性の向上につなげるなど様々な取組を行うことに 

より、長時間労働の是正を図ることが重要です。 

 

 

 

1 全職員の意識改革 

①一人一人の意識改革 

今後、共働き・核家族世帯の増加や高齢化などが見込まれる状況を踏まえ、 

 

・子育てや介護などの事情を抱える職員を含む全職員が仕事上の責任を果たし活躍する一方で、健 

 」康で豊かな生活ができるよう、職場環境の構築に取り組み、持続可能な形で公共サービスを提供し 

続ける体制作りが急務であること。 

・そのためには、これまでの価値観や意識を変え、「長時間労働が可能な働き方を前提としたモデル」か 

ら「時間に制約のある働き手を前提とした働き方モデル」への転換を図ることが必要であり、業務の見 

直し等により生産性の向上につなげるなどで、長時間労働の是正を図ることが喫緊で重要な課題で 

あること。 

 

などについて、全ての職員は認識を深め、まずは一人一人が業務の見直しなどについて考え、改善す

ることにより、長時間労働の是正を図っていきます。 

 

②部長等による職場マネジメントの徹底 

各部局等の長が指揮を執り、職場全体の状況を正確に把握し、職員の心身の健康と安全に配慮し

ながら、各課等の業務の見直し等により生産性の向上を図り、長時間労働の是正を図れるようマネ

ジメントを徹底します。 

特に、恒常的に長時間労働が存在している部署や、時期的に長時間労働の発生する部署について

は、職員の心身の健康等に配慮するとともに、長時間労働の原因究明を行い、対策を図っていきま

す。 

 

③意識改革のための働き方改革セミナーを実施 

企業で成果を上げた働き方改革に関するセミナー等を実施し、職員一人一人がこれまでの自分の働

き方を見直す機会を提供します。 

 取組１ 長時間労働の是正等に向けた取組 
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Ⅱ 長時間労働の是正等 

    ④職員提案制度等の活用 

企画経営課で行っている職員提案制度や人事課で行っている企画力等を高める研修などの取組を

活用して、業務の見直しなどについての新たな発想などを取り入れていきます。 

 

2 人事評価への反映 

効率的な行政運営に向けた業務改善など、職員のワークライフバランスの推進に資する取組については、 

人事評価において、さらに適切に評価していけるよう検討していきます。 

 

 

 

1 時間外勤務の是正と上限規制 

平成 31 年 4 月に働き方改革関連法が施行されたことに鑑み、つくば市役所でも条例等を改正し、長

時間労働是正のための措置として、時間外勤務の上限を設けました。  

職員一人一人が定時に帰るという原則を再確認し、時間外勤務のコストについてしっかりと理解した上、 

業務を効率的に遂行します。 

そのためには、時間外勤務の上限である月 45 時間かつ年 360 時間（災害対応等を除く。）を超え

る時間外勤務者を無くし、全職員がワークライフバランスを保てるようにすることはもちろん、職場内で突出

して時間外勤務が多い職員を減らす取組や時間外勤務の潜在化を防ぐ取組も平行して実施していきま

す。 

 

2 業務改善の推進 

組織や個人の生産性向上などに寄与するため、全庁的に、各部署の状況に応じた業務改善を推進し 

ていきます。 

（各課の業務改善の例） 

・業務の見える化などによる業務手順、手法の見直し 

・特定の職員に時間外勤務が偏っている場合は、課内の事務分担の見直し 

・円滑な引継ぎや業務の正確性・効率性を高めるため、分かり易いマニュアルやＱ＆Ａの整備 

・初めて配属になった職員など経験の浅い職員への職場内研修の実施 

・繁忙期と閑散期の波のある部署においてはワークシェアリングや人材派遣の活用 

・業務委託の検討（民間活力の導入を積極的に進める。大規模な業務委託など抜本的改革につ 

いても検討） 

 

3 ＩＣＴの活用 

単純作業の省力化・効率化などのため、ＲＰＡ、ＡＩ等テクノロジーの活用による業務改善の取組 

についても全庁的に推進していきます。 
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